
一
議
題
条
約
の
作
成
に
お
い
て
は
、
「
組
込
み
」
（
旨
Ｃ
Ｏ
Ｓ
○
三
号
ロ
）
と
い
う
立
法
技
術
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
条
約
の
組

込
み
と
は
、
あ
る
条
約
に
お
い
て
、
他
の
条
約
の
規
定
を
、
必
要
な
修
正
を
加
え
た
上
で
規
定
し
、
そ
れ
を
そ
の
条
約
の
一

部
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
か
つ
て
は
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
関
連
協
定
に
お
い
て
、
最
近
で
は
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
Ⅱ
」
と
い
う
。
）
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
と
欧

州
連
合
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
日
Ｅ
Ｕ
・
Ｅ
Ｐ
Ａ
」
と
い
う
。
）
等
に
お
い
て
条
約
の
組
込
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。

条
約
の
組
込
み
を
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
主
た
る
理
由
及
び
そ
の
意
義
と
し
て
は
、
①
条
約
は
各
国
等
の
交
渉
を
通
じ
て
作

成
さ
れ
る
た
め
交
渉
の
展
開
い
か
ん
等
に
よ
っ
て
は
作
成
に
時
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
②
組
み
込
ま
れ
る
条
約
（
以

下
「
被
組
込
条
約
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
規
律
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
規
律
と
類
似
し
て
お
り
、
か
つ
、

当
該
規
律
を
上
回
る
部
分
又
は
当
該
規
律
と
異
な
る
部
分
を
有
す
る
規
律
を
、
被
組
込
条
約
を
組
み
込
む
条
約
（
以
下
「
組

込
条
約
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
組
込
条
約
に
お
い
て
は
そ
の
上
回
る
部
分
又
は
異
な
る
部

込
条
約
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
当

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
二
回
議
題
第
二
号
関
係
資
料
〕

分
の
み
を
書
き
下
せ
ば
足
り
る
こ
と
、
等
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
条
約
の
組
込
み
に
つ
い
て
、
法
令
と
比
較
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

条
約
の
組
込
み
に
つ
い
て
（
法
令
と
比
較
し
つ
つ
）

（
担
当
間
瀬
参
事
官
）

（
令
和
元
・
九
・
一
二

1 -



１
条
約
の
組
込
み
に
お
い
て
は
、
被
組
込
条
約
が
未
発
効
条
約
で
あ
る
場
合
が
あ
る
（
例
え
ば
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
Ⅱ
第
一
条
１
は
、

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
ｕ
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
大
部
分
が
Ｔ
Ｐ
Ｐ
Ⅲ
に
組
み
込
ま
れ

る
旨
を
規
定
し
て
い
る
が
、
被
組
込
条
約
で
あ
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
ｕ
は
現
時
点
ま
で
未
発
効
で
あ
る
。
二
の
（
国
会
答
弁
（
被
組

込
条
約
が
未
発
効
条
約
で
あ
る
場
合
）
）
参
照
・
）
・
法
令
の
準
用
に
お
い
て
、
準
用
さ
れ
る
法
令
（
以
下
「
被
準
用
法
令
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
成
立
し
、
公
布
さ
れ
て
い
れ
ば
準
用
さ
れ
得
る
か
。
そ
れ
と
も
、
被
準
用
法
令
が
準
用
さ
れ

る
に
は
、
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
か
。

２
条
約
の
組
込
み
に
関
し
、
被
組
込
条
約
が
改
正
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
被
組
込
条
約
に
は
そ
の
改
正
後
の
も
の

等
が
含
ま
れ
る
旨
の
規
定
（
以
下
「
将
来
改
正
対
応
規
定
」
と
い
う
。
）
を
組
込
条
約
に
設
け
て
い
る
場
合
（
例
え
ば
、

日
Ｅ
Ｕ
・
Ｅ
Ｐ
Ａ
第
一
・
九
条
４
）
と
設
け
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
他
方
、
法
令
に
お
い
て
は
将
来
改
正
対
応
規
定
の

よ
う
な
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
。
将
来
改
正
対
応
規
定
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
で
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
か
。
ま
た
、
準
用
法
令
に
お
い
て
、
被
準
用
法
令
に
は
そ
の
改
正
後
の
も
の
等
が
含
ま
れ
る
旨
の
将
来
改
正
対
応

規
定
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
る
か
。

３
法
律
に
お
い
て
は
、
「
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
・
・
・
を
準
用
す
る
。
」
又
は
「
・
・
・
の
例
に
よ
り
（
よ
っ
て
）

～
す
る
（
で
き
る
）
・
」
と
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
二
の
（
「
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
・
・
・
を
準
用

す
る
。
」
の
例
）
、
（
「
・
・
・
の
例
に
よ
り
（
よ
っ
て
）
～
す
る
（
で
き
る
）
・
」
の
例
）
及
び
（
「
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

1
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○
「
法
令
用
語
辞
典
第
十
次
改
訂
版
」
（
学
陽
書
房
）
四
○
○
ペ
ー
ジ

あ
る
事
項
に
関
す
る
規
定
を
そ
れ
と
本
質
の
異
な
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
然
必
要
な
若
干
の
変
更
を
加
え
つ
つ
、
当
て
は
め

る
こ
と
を
い
う
。
（
中
略
）
準
用
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
伴
い
、
当
然
必
要
な
読
替
え
そ
の
他
の
修
正
を
加
え
て
解
釈

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
（
中
略
）
そ
の
読
替
え
の
う
ち
特
に
解
釈
上
問
題
と
な
る
よ
う
な
事
項
を
条
文
上
明
示
し
て
い
る

例
が
多
い
。
（
中
略
）
「
準
用
」
の
場
合
、
準
用
さ
れ
た
法
令
が
改
廃
さ
れ
た
と
き
は
、
当
然
に
準
用
法
令
に
も
そ
の
効
力
が

及
ぶ
も
の
と
解
さ
れ
る
。

二
資
附

（
準
用
）
資
料

（
組
込
み
（
言
Ｏ
Ｃ
Ｓ
宮
呂
○
国
ご
希
狩
【
①
臣
。
①
）
）

●

４
１
か
ら
３
ま
で
を
踏
ま
え
、
条
約
の
作
成
に
お
い
て
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
組
込
み
と
い
う
立
法
技
術
を
法
令
に
お
い

て
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
る
か
。

限
り
・
・
・
の
例
に
よ
る
。
」
の
例
）
参
照
・
）
。
こ
う
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
被
準
用
法
令
が
改
正
さ
れ
た
と
し
て
も

準
用
法
令
を
改
正
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
条
約
に
お
け
る
将
来
改
正
対
応
規
定
に
類
似
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
法
律
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
と
条
約
の
組
込
み
を
比
較
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
共
通
点

又
は
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。

｢］
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○
団
Ｆ
シ
Ｏ
【
面
Ｆ
ジ
ミ
目
Ｏ
目
○
ｚ
シ
宛
昌

シ
三
①
吾
。
ｇ
ｏ
南
口
三
置
口
㈹
色
の
①
Ｃ
Ｏ
国
Ｑ
画
ご
ｇ
ｏ
ｏ
皀
三
①
三
℃
四
寓
○
由
四
宮
己
屋
ご
ｇ
ｏ
ｏ
自
己
①
三
ず
里
冒
ｏ
宮
島
ロ
㈹
言
弓
①
實
三
壷
ご
ｇ
ｏ
ｏ
ロ
三
①
三
四

四
《
四
骨
①
目
］
①
自
《
庁
匡
四
言
弄
ぽ
①
の
①
○
○
口
Ｑ
四
門
照
ｇ
ｏ
ｏ
宮
ご
］
①
ロ
《
叩
旨
○
巨
一
Ｑ
ず
①
《
烏
①
色
《
①
Ｑ
四
ｍ
目
由
茸
皇
弓
①
禺
①
○
○
邑
許
色
』
ロ
①
旦
皇
ご
茸
旨
』
ロ
《
旨
①
己
三
国
〕
四
円
翼
○
口
①
．

（
組
込
条
約
の
例
①
）

○
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
（
平
三
○
条
一
六
）
（
抄
）

［
英
文
］

シ
ヨ
旨
庁
」
亜
冒
Ｃ
Ｏ
Ｓ
臼
昌
己
邑
◎
命
吾
①
自
室
己
？
毛
色
且
酌
。
弔
舅
言
①
扇
三
も
少
唱
①
①
三
①
三

●

第
一
条
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
組
込
み

１
締
約
国
は
、
二
千
十
六
年
二
月
四
日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
作
応

・
二
千
十
六
年
二
月
四
日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
作
成

注
こ
の
協
定
の
規
定
は
、
こ
の
協
定
の
非
締
約
国
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

２
こ
の
協
定
の
適
用
上
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
お
け
る
署
名
の
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
の
署
名
の
日
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

３
Ｔ
Ｐ
Ｐ
が
効
力
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
と
Ｔ
Ｐ
Ｐ
と
が
抵
触
す
る
と
き
は
、
そ
の
抵
触
の
限
り
に
お
い

て
、
こ
の
協
定
が
優
先
す
る
。

協
定
の
一
部
を
成
す
こ
と
を
こ
こ
に
合
意
す
る
（
注
）
。

（
第
三
十
・

を
除
く
。
）

の
規
定
が
、
こ
の
協
定
の
規
定
に
従
い
、
必
要
な
変
更
を
加
え
た
上
で
、
こ
の
協
定
に
組
み
込
ま
れ
、
こ
の

さ
れ
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）

四
条
（
加
入
）
、
第
三
十
・
五
条
（
効
力
発
生
）
、
第
三
十
・
六
条
（
脱
退
）
及
び
第
三
十
・
八
条
（
正
文
）
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○
外
務
省
告
示
第
四
一
六
号
（
平
成
三
○
年
一
二
月
二
七
日
号
外
第
二
八
九
号
）
（
抄
）

日
本
国
政
府
は
、
平
成
三
十
年
三
月
八
日
に
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で
作
成
さ
れ
た
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包

括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
」
の
効
力
を
発
生
さ
せ
る
た
め
、
国
内
法
上
の
手
続
を
完
了
し
た
旨
を
平
成
三
十
年
七
月
六
日
に
寄

託
者
と
し
て
指
定
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
通
報
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
協
定
は
、
そ
の
第
三
条
１
の
規
定
に
従
い
、
平

成
三
十
年
十
二
月
三
十
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

侮
愼
旧
旧
隅
隅
に
隙
慣
朏
旧
ｎ
Ｅ
。
Ｑ
○
口
①
臼
シ
ロ
ｏ
五
画
ロ
Ｑ
ｏ
ｐ
心
蜀
①
宮
口
四
ご
い
三
○
（
“
吾
①
弓
も
ア
）

信
情
に
旧
Ｐ
旧
憎
吋
‐
僖
偶
に
旧
ｈ
：
旧
旧
ｌ
信
慣
旧
陽
ｌ
信
膳
僧
偶
腰
望
念
官
さ
崗
琶
言
庁
四

三
ｓ
蜀
○
言
①
）
．
シ
再
旨
庁
い
○
ひ
つ
三
号
号
望
ご
巴
）
四
口
Ｑ
シ
再
旨
庁
四
Ｐ
函
（
シ
巨
吾
①
三
局
目
①
〆
誘
）
．
］

Ｐ
司
三
昼
①
己
胃
言
孟
、
具
芸
尉
シ
唄
霊
三
①
三
・
話
許
話
邑
ｏ
窃
さ
岳
①
含
扇
呉
凰
㈹
邑
筥
言
①
冨

四

●

少
噴
①
①
三
①
三
号
巴
』
宮
①
ぐ
畠
』
ｇ
吾
①
①
罠
①
三
．
哺
昏
①
言
Ｃ
Ｏ
ご
留
里
①
自
。
顎

●窪
胴
邑
四
三
話
◎
由
号
尉
シ
唱
①
①
己
①
三
．

四
宮
号
①
空
①
昌
呉
邑
閨
屋
Ｓ
冨
易
誌
邑
旦
意
雪
売
窒
吾
厨
シ
哩
窪
三
①
三
三
Ｑ
吾
①
弓
弔
嗣
乏
意
口
書
①
匿
茸
輿
尉
言
さ
君
ｐ
芸
尉

●

●

Ｆ
目
昏
①
弓
画
寓
芦
①
い
ぼ
①
烏
①
ザ
〕
画
㈹
烏
①
①
《
屋
四
言
暫

同
協
定
の
締
約
国
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
日
現
在
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、
カ
ナ
ダ
、
日
本
国
、
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国

な
お
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
第
一
条
１
の
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

●

』
田
日
四
①
皀
囚
８
寓
巴
ロ
ｑ
〉
己
三
宮
ロ
、
旨
《
巨
の
シ
唱
３
日
①
三
号
皇
宮
ｏ
ぐ
己
①
ｇ
］
風
、
昏
誘
さ
目
】
ご
◎
早
宅
胄
垣
さ
昏
尉
シ
四
８
日
①
三

Ｐ
心
（
シ
Ｃ
Ｏ
①
誘
旨
巳
．

《
冒
①
弓
石
弓
、
丘
巴
』
邑
臼
①
画
旨
詳
ぽ
①
Ｑ
昌
①
◎
由

舅
①
己
ｏ
○
三
○
室
毎
Ｑ
，
び
く
希
苛
毎
自
記

●

シ
寓
言
庁
凶
つ
い
（
閃
昌
昌

5－



プ
協
定
」
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
組
込
条
約
の
例
②
）
（
将
来
改
正
対
応
規
定
を
含
む
も
の
）

○
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
（
平
三
○
条
一
五
）
（
抄
）

［
和
文
］

と
了
解
す
る
。

こ
の
協
定
の
締
約
国
は
、

（
以
下
略
）第

一
・
九
条
他
の
協
定
と
の
関
係

１
欧
州
連
合
又
は
欧
州
連
合
構
成
国
と
日
本
国
と
の
間
の
現
行
の
協
定
は
、
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
ず
、
又
は
終

２
こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
に
対
し
、
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
に
基
づ
く
義
務
に
反
す
る
態
様
で
行
動

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日

了
さ
れ
な
い
。

第
一
・
八
条

こ
の
協
定
に
お
い
て

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定

前
文

法
令
及
び
そ
の
改
正

凱
段
庇
一
正
虻
か
主
麦

外
務
大
臣
臨
時
代
理
国
務
大
臣
菅
義
偉

Ｌ
Ｊ
ｆ
Ｏ

-6－



4同
附
属
書
第
一
編
に
特
定
す
る
も
の
を
準
用
す
る
。

Ｓ
こ
の
協
定
と
両
締
約
国
が
締
結
し
て
い
る
協
定
（
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
を
除
く
。
）
と
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、

両
締
約
国
は
、
相
互
に
満
足
す
べ
き
解
決
を
得
る
た
め
、
直
ち
に
相
互
に
協
議
す
る
。

（
中
略
）

（
以
下
略
）

当
該
国
際
協
定
を
承
継
す
る
協
定
の
結
果
、
こ
の
協
岸

ず
れ
か
の
締
約
国
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
両
締
約

め
、
必
要
に
応
じ
て
相
互
に
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る

名
の
日
以
後
に
両
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
も
の
が
含
ま
れ
る
も
の
と
了
解
す
る
。
当
該
国
際
協
定
の
改
正
又
は

当
該
国
際
協
定
を
承
継
す
る
協
定
の
結
果
、
こ
の
協
定
の
実
施
又
は
適
用
に
つ
い
て
問
題
が
生
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
い

ず
れ
か
の
締
約
国
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
両
締
約
国
は
、
当
該
問
題
に
つ
い
て
相
互
に
満
足
す
べ
き
解
決
を
得
る
た

す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。

政
府
調
達
協
定
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
垂

第
十
・
二
条
追
加
的
な
適
用
範
囲

必
要
な
変
更
を
加
え
た

附
属
書
十
第
二
編
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
は
、
政
府
調
達
協
定
に
定
め
る
規
則
及
び
手
続
で
あ
っ
て
、

注
こ
の
協
定
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
お
り
、
又
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
国
際
協
定
は
、
こ
の
協
定
の
署
名
の
日
前
に

両
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
て
い
る
直
近
の
改
正
を
含
む
も
の
と
了
解
す
る
。

第
十
・
一
条
政
府
調
達
協
定
の
組
込
み上
で
、
こ
の
章
に
組
み
込
ま
れ
、
こ
の
章
の
一
部
を
成
す
。

馴
正
叉
司◎

Ｌ
卜
卓
く
る
１

鮴
峠
計
り
ｚ
》
強

α
，
》
レ
ベ
ヨ
］
ロ
、
寺
４

－7－
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ARTICLE1.8

Lawsandregulationsandtheiramendments

Whereref己renceismadeinthisAgreementtolawsandregulationsofaParty, thoselawsandregulationsshall

beunderstoodtoincludeamendmentsthereto.unlessotherwisesDecified.

ARTICLE1.9

Relationtootheragreements

1.TheexistingagreementsbetweentheEuropeanUnionoritsMemberStatesandJapanarenotsupersededor

terminatedbythisAgreement.

2．NothinginthisAgreementshallrequireeitherPartytoactinamannerinconsistentwithitsobligationsunder

theWTOAgreement.

3.IntheeventofanyinconsistencybetweenthisAgreementandanyagreementotherthantheWTOAgreement

towhichbothPartiesareparty, thePartiesshall immediatelyconsultwitheachotherwithaviewtofindinga

mutuallysatisfactorysolution.

U

QC

O

4.Whereinternationalagreementslarereferredto inorincorporatedintothisAgreement, inwholeorinpart

theVshallbeunderstoodtomcludeamendmentstheretoorthelrsuccessoraEreementsenterln2 intofbrcefbr

bothPartlesonoraHerthedateofs唱natureofthis Ereement Ifanymatterarisesregardingthe



（
組
込
条
約
の
例
③
）

○
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
（
平
一
七
条
八
）
（
抄
）

戸

和
文
一

三
宮
言
巴
ご
二
言
註
ｓ
ｏ
ご
宕
盲
は
○
ご
ざ
善
尉
三
四
舜
里
湧
邑
君
窃
窪
ご
・

三
】
豆
①
三
①
昌
昌
己
邑
皀
四
も
巨
旨
昌
己
国
○
由
吾
①
宮
○
三
空
○
国
、
ｏ
帛
芸
厨
シ
唱
①
①
三
①
言
麗
色
禺
①
叩
昌
詳
○
由
の
ｐ
ｏ
旨
望
旨
①
邑
旦
三
①
三
四
三
の
宮
。
。
①
器
三

四
ｍ
Ｒ
①
里
邑
①
邑
房
〕
詳
旨
①
も
四
局
は
①
、
寓
目
四
群
○
邑
爲
①
四
口
①
巽
○
由
臼
骨
昏
①
烏
も
四
寓
顎
○
○
口
の
ロ
岸
君
茸
寄
①
四
○
旨
○
《
旨
①
烏
毒
茸
医
画
く
』
①
乏
庁
◎
酌
邑
昌
邑
㈹
四

●

ミ
ミ
ミ
身
ミ
ミ
ロ
ョ
ミ
鈩
さ
冒
○
ｏ
口
希
三
①
三
Ｃ
Ｏ
ぐ
①
患
Ｑ
句
園
石
臼
《
い
◎
命
シ
ロ
ロ
①
×
』
①
．

シ
Ｑ
Ｑ
三
．
邑
巴
君
◎
も
①
○
哺
色
己
巨
旨
胃
己
邑

目
言
三
斤
四
三
Ｑ
冒
宮
＆
罠
露
實
○
ぐ
昼
巳
さ
禺
言
号
①
宮
○
三
留
○
壼
○
津
意
①
勺
シ
号
霊
屋
＆
言
蚕
寓
』
ａ
シ
邑
霊
×
二
ｇ
も
言

胃
巨
ｇ
ｇ
ｐ
ｇ
勗
冨
急
信
①
三
９
ａ
旨
さ
蓉
弓
①
さ
Ｈ
ｇ
芸
蚕
三
ｇ
冨
昏
蔚
冒
①
含
討
呉
凰
、
目
言
蔚
呉
言
尉
シ
四
３
日
①
昌
・

］
目
胃
旨
討
昌
里
５
口
巴
画
四
①
①
日
①
ロ
勗
円
①
苛
胃
＆
ざ
旨
日
日
８
ｓ
日
筥
ａ
旨
さ
吾
尉
吟
唱
①
①
目
①
員
吾
昌
一
富
宮
口
号
勗
ｓ
ｏ
Ｑ
ｓ
旨
ｏ
旨
号
吾
①
胃
目
。
里
蔚
。
①
昌

９
「
娼
再
〕
二

第
三
章
物
品
の
貿
易

●

旨
ｏ
ｏ
ｓ
ｏ
塞
言
○
口
◎
帛
吾
①
①
勺
ン

シ
両
目
胃
ｎ
Ｆ
田
』
つ
．
い

シ
宛
自
国
○
Ｆ
閃
昌
つ
』
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へ

略
一

［
英
文
］

１
一
方
の
締
約
国
は
、
千
九
百
，

国
民
待
遇
を
与
え
る
も
の
と
し
、

千
九
百
九

1

え
た
上
で
、
こ
の
協
定
に
組
み
込
ま
れ
、
｝

２
第
八
章
及
び
第
十
章
の
規
定
の
適
用
上
、
こ

Ｆ
両
四
○
旨
弓
色
寓
〕
ぬ
ぎ
巴
二
四
○
○
○
門
Ｑ
邑
筥
』
◎
自
己
貢
①
四
《
国
］
①
ロ
《
《
○
言
昏
①
㈹
ｏ
Ｏ
Ｑ
ｍ
ｏ
命
庁
丘
①
○
庁
百
①
烏
も
色
罠
員

●

更
を
加
え
た
上
で
、
こ
の
協
定
に
組
み
込
ま
れ
、
こ
の
協
定
の
一
部
を
成
す
。

こ
と
と
な
る
。

第
十
七
章
例
外
規
定

第
百
六
十
八
条
一
般
的
例
外

第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
の
適
用
上
、

第
一
節
一
般
規
則

第
三
条
内
国
民
待
遇

十
四
年
の
ガ
ッ
ト
第
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
他
方
の
締
約
国
の
産
品
に
対
し
て
内

の
た
め
‘
辰
条
の
馥
走
目

シ
寓
旨
庁
四
ｚ
昌
旨
自
己
弓
毎
皀
三
①
三

の
協
定
の
一
部
を
成
す
。

Ｏ
旨
四
冒
窒
四
目
崗
四
Ｑ
①
言
①
○
○
房

四
①
ｇ
己
邑
』
Ｑ
①
国
璽
巴
宛
昌
窃

●

サ
ー
ビ
ス
貿
易
一
般
協
定
第
十
四
条
③
か
ら
⑥
ま
で
の
規
定
は
、
必
要
な
変

千
九
百
九
十
四
年
の
ガ
ッ
ト
第
二
十
条
の
規
定
は
、
必
要
な
変
更
を
加

三
四
○
○
○
ａ
画
邑
ｏ
①
乏
茸
旨
シ
目
旨
庁
胃
目
◎
命

●

ソ
．
》
Ｐ
へ
、
ご
ご
み
。

呵
ゾ
一
Ｌ
ｕ
向

- 1O-



○
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
（
抄
）

１
．
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
（
千
九
百
九
十
四
年
の
ガ
ッ
ト
）
は
、

（
組
込
条
約
の
例
④
）

芸
①
①
シ
月
月
』
ｃ
ｃ
心
囚
邑
Ｑ

Ｐ
蜀
○
【
計
ぽ
①
己
皀
崗
己
○
ｍ
①
の
○
由
Ｏ
ぽ
画
も
討
易
函
四
己
Ｑ
』
Ｐ

Ｆ
蜀
○
禺
詳
旨
①
己
冨
局
己
○
の
①
い
◎
命
。
旨
色
己
急
勗
糾
少
紳
画
邑
Ｑ
９

Ｉ
さ
れ
る
。

(a) 〕
『
【
）
『
匙
』
⑪
〔
』
目
一
【
〕
匙
邑
【
］
匙
【
』
⑥
匙
『
一

る
議
定
書
を
除
く
。
）
に
附
属
す
る
千
九
百
四
十
七
年
十
月
三
十
日
付
け
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
〈
世

界
貿
易
機
関
協
定
の
効
力
発
生
の
日
前
に
効
力
を
生
じ
た
法
的
文
書
に
よ
り
訂
正
さ
れ
、
改
正
さ
れ
又
は
修
正
さ
れ
た

国
際
連
合
貿
易
雇
用
会
議
準
備
委
員
会
第
二
会
期
の
終
了
の
時
に
採
択
さ
れ
た
最
終
議
定
聿
員
暫
定
的
適
用
に
関
す

ｎ
厘
羊
Ｊ
、
凸
、
餌
心
、
中
凸
、
ｄ
ｐ
Ｒ
ｕ

Ｏ
旨
四
も
討
禺
］
割
両
〆
○
①
も
言
○
自
の

シ
寓
旨
庁
哀
函
①
①
邑
虫
巴
田
〆
。
①
宮
己
邑
、

Ｐ
。
，
希
、
、
『
ゴ
も シ

弓
旨
行
×
〆
◎
由
吾
①
①
シ
弓
月
毛
＠
心
尉
冒
ｏ
宮
口
○
三
訂
旦
冒
さ
四
口
Ｑ
三
四
Ｑ
①
己
四
茸

ｎ
Ｆ
■
小
三

』
戸
』
、

ｇ
『
つ
つ
司
四
［
①
Ｑ
］
．
［
◎
四
目
ロ
Ｒ
目
色
ロ
①
ロ
四
門
［
⑦

次
の
も
の
に
よ
り
構
成
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ｌ
で
あ
る
。

○
外
務
省
告
示
第
七
百
四
十
九
号
（
平
成
六
年
十
二
月
二
十
八
日
号
外
第
二
百
四
十
二
号
）
（
抄
）

日
本
国
政
府
は
、
平
成
六
年
四
月
十
五
日
に
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
「
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
」

の
受
諾
書
を
平
成
六
年
十
二
月
二
十
七
日
に
ガ
ッ
ト
事
務
局
長
に
寄
託
し
た
・
同
協
定
は
、
そ
の
第
十
四
条
１
の
規
定
に
従
い
、

協
定
１
伽
の
「
千
九
百
四
十
七
年
十
月
三
十
日
付
け
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
」
及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す

係
る
表
は
，
外
務
省
条
約
局
に

る
表
は
，
外
務
省
条
約
局
に

平
成
七
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
（
中
略
）

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の

マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す
る
日
本
国
以
外
の
国
の
讓
許
表
並
び
に
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書

一
Ｂ
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
附
属
す
る
日
本
国
以
外
の
国
の
特
定
の
約
束
に
係
る
表
及
び
第
二
条
の
免
除
に

Ｂ
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
附
属
す
る
日
し

な
お
、

平
成
六
年
十
二
月
二
十
八
日

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

り
Ｚ
。
、
し
』
亜
シ
イ
乢
辛
呪
Ｚ
。
｜
住

も
の
）

劫
一
二

・
圭
自

目
上
君
《
ん
垂
三

９
曲
３

孟
戸
圭
日
一
Ａ

何
”
ｖ
二
三
酢

ｊ
／
ノ

ｑ
ノ
プ
ニ
ユ
ウ
令
不
０
ヨ
ー
ロ 玩

受
ゴ
菫
白

外
務
大
臣
河
野
洋
平

、
ｖ
》
ダ
再
ｆ
、
、
七
一
勾
則
ｖ
ｌ
Ｍ
／
〆
〆
〆
リ
ゾ

- 12-



オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
合
衆
国
、
ビ
ル
マ
、
カ
ナ
ダ
、
セ
イ
ロ
ン
、
チ
リ
共
和
国
、
中
華
民

国
、
キ
ュ
ー
バ
共
和
国
、
チ
エ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
共
和
国
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、
イ
ン
ド
、
レ
バ
ノ
ン
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

大
公
国
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ノ
ー
ル
ウ
エ
ー
王
国
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
南
ロ
ー
デ
シ
ア
、
シ
リ
ア
、
南

ア
フ
リ
カ
連
邦
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
府
は
、

貿
易
及
び
経
済
の
分
野
に
お
け
る
締
約
国
間
の
関
係
が
、
生
活
水
準
を
高
め
、
完
全
雇
用
並
び
に
高
度
の
か
つ
着
実
に
増
加

す
る
実
質
所
得
及
び
有
効
需
要
を
確
保
し
、
世
界
の
資
源
の
完
全
な
利
用
を
発
展
さ
せ
、
並
び
に
貨
物
の
生
産
及
び
交
換
を
拡

関
税
そ
の
他
の
貿
易
障
害
を
実
質
的
に
軽
減
し
、
及
び
国
際
通
商
に
お
け
る
差
別
待
遇
を
廃
止
す
る
た
め
の
相
互
的
か
つ
互

恵
的
な
取
極
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
目
的
に
寄
与
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
を
通
じ
て
次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

大
す
る
方
向
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、

千
九
百
四
十
七
年
十
月
三
十
日
付
け
の
「
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
」
（
日
本
国
加
入
議
定
書
に
よ
り
適
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
協
定
に
、
千
九
百
五
十
七
年
十
月
七
日
及
び
千
九
百
六
十
六
年
六
月
二
十
七
日
に
そ
れ
ぞ
れ
発
効
し
た
改
正
（
前

文
、
第
二
部
及
び
第
三
部
の
改
正
並
び
に
第
四
部
の
追
加
）
を
含
む
．
）

第
一

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定

第
一
条
一
般
的
最
恵
国
待
遇

部

- 13-



「
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
」
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
我
が
国
が
遵
守
す
る
必
要
の
あ
る
「
集

積
回
路
に
つ
い
て
の
知
的
所
有
権
に
関
す
る
条
約
」
の
該
当
す
る
条

○
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
（
抄
）

第
三
十
五
条
集
積
回
路
に
つ
い
て
の
知
的
所
有
権
に
関
す
る
条
約
と
の
関
係

（
注
）
こ
の
後
、
第
二
条
以
外
に
、
第
三
条
（
こ
の
条
約
の
対
象
）
、
第
四
条
（
保
護
の
法
的
形
式
）
、
第
五
条
（
内
国
民
待

遇
）
、
第
六
条
（
保
護
の
範
囲
）
、
第
七
条
（
使
用
、
登
録
及
び
開
示
）
、
第
十
二
条
（
パ
リ
条
約
及
び
ベ
ル
ヌ
条
約
の
保
障

条
項
）
及
び
第
十
六
条
（
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
）
が
告
示
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
注
）
集
積
回
路
に
つ
い
て
の
知
的
所
有
権
に
関
す
る
条
約
・
・
・
千
九
百
八
十
九
年
作
成
。
現
時
点
に
お
い
て
も
未
発
効
。

（
組
込
条
約
の
例
⑤
）

集
積
回
路
に
つ
い
て
の
知
的
所
有
権
に
関
す
る
条
約

第
二
条
｛

（
以
下
略
）
定

（
略
）

義
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（
参
考
：
他
の
二
国
間
条
約
を
修
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
多
数
国
間
条
約
の
例
）

○
税
源
浸
食
及
び
利
益
移
転
を
防
止
す
る
た
め
の
租
税
条
約
関
連
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
多
数
国
間
条
約
（
平
三
○
条
八
）

所
得
に
対
す
る
二
重
課
税
を
回
避
す
る
た
め
の
既
存
の
協
定
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
に
お
い
て
、

つ
い
て
二
国
間
で
再
交
渉
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
合
意
さ
れ
た
変
更
を
同
時
に
、
か
つ
、

実
施
す
る
た
め
の
効
果
的
な
枠
組
み
の
必
要
性
を
認
識
し
て
、

第
一
条
条
約
の
適
用

こ
の
条
約
は
、
次
条
（
用
語
（

第
二
条
用
語
の
解
釈

１
こ
の
条
約
の
適
用
上
、
次
の

（
用
語
の

次
の

て
の
知
的
所
有
権
に
関
す
る
条
約
の
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
（
第
六
条
３
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
二
条
及
び
第
十
六

ｊ
条
３
並
び
に
次
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
保
護
を
定
め
る
こ
と
に
合
意
す
る
。

Ｉ
次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

こ
の
条
約
の
締
約
国
は
、

へ

抄
一

へ

略
一

加
盟
国
は
、
集
積
回
路
の
回
路
配
置
（
こ
の
協
定
に
お
い
て
「
回
路
配
置
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
集
積
回
路
に
つ
い

Ｉ

１

第
一
部
適
用
範
囲
及
び
用
語

第
一
条
条
約
の
適
用
範
囲

適
用
範
囲
及
び
用
語

の
解
釈

解
釈
）

定
義
を
適
用
す
る
。

１
に
規
定
す
る
全
て
の
対
象
租
税
協
定
を
修
正
す
る
。

当
該
協
定
の
そ
れ
ぞ
れ
に

効
率
的
な
方
法
に
よ
っ
て
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（
被
準
用
法
令
の
改
正
に
伴
い
準
用
法
令
の
関
連
規
定
を
改
正
し
た
最
近
の
例
）

○
国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
三
一
法
一

旧
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
の
ほ
か
、
政
府
は
、
銀
行
に
対
し
、
第
一
項
の
合
衆
国
ド
ル
に
よ

る
三
十
四
億
四
千
四
百
十
万
ド
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｉ
／

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
以
下
略
）

第
二
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

③
「
対
象
租
税
協
定
」
と
は
、
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
を
回
避
す
る
た
め
の
協
定
（
他
の
租
税
を
対

象
と
す
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

①
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
国
又
は
地
域
で
あ
っ
て
二
以
上
の
も
の
の
間
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
こ
と
。

一
一
）

〃
〃
ロ
ロ
ロ
■
ｕ
ｎ
、
財
可
口
、
”
〃
、
‐
甲
■
０
″
白
日
Ⅱ
日
日
日
日

⑥
当
該
協
定
の
当
事
者
で
あ
る
地
域
で
あ
っ
て
、
締
約
国
が
国
際
関
係
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の

⑪
各
締
約
国
が
、
こ
の
条
約
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
協
定
と
し
て
寄
託
者
に
通
告
し
た
協
定
及
び
当
該
協
定

を
改
正
す
る
文
書
又
は
当
該
協
定
に
附
属
す
る
文
書
で
あ
っ
て
、
題
名
、
当
事
者
の
名
称
、
署
名
の
日
及
び
そ
の
通
告

の
時
に
お
い
て
効
力
を
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
効
力
発
生
の
日
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

締
約
国

A)
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含
む
。
以
一

に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
及
び
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
並
び
に
」
に
、
「
第
五
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
条
第
三

項
⑪
並
び
に
第
五
条
第
十
一
項
③
及
び
第
十
二
項
」
に
改
め
、
「
す
べ
て
の
」
を
削
り
、
「
（
基
金
通
貨
代
用
証
券
及
び
国
債
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
」
を
「
そ
の
他
の
資
産
」
に
改
め
、
同
条
後
段
中
「
本
邦
通
貨
」
を
「
当
該
資
産
」

を
も
っ
て
表
示
す
る
国
債
で
、
」

示
す
る
国
債
で
、
そ
れ
ぞ
れ
」

第
十
四
条
中
「
第
十
三
条
第

（
国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

２
国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

１
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
五
条
第
五
項
中
「
額
面
百
円
に
つ
き
百
円
」
を
「
額
面
金
額
と
同
額
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
銀
行
に
出
資
す
る
」
の
下
に
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
に
代
え
て
そ
の
一
部
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨

も
っ
て
表
示
す
る
国
債
で
、
」
を
加
え
、
「
、
そ
の
一
部
」
を
「
そ
の
一
部
」
に
、
「
国
債
で
」
を
「
本
邦
通
貨
を
も
っ
て
表

を
加
え
、

改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の

「
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
千
合
衆
国
ド
ル
」
と

四
項
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
、
」
に
改
め
る
。

と
あ
る
の

（
施
行
期
日
）

附

則

に
改
め
る
。

は
「
国
際
金
融
公
社
」
と
、
「
第
六
条
中
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
五
項
中

ト
ル
」
と
、
第
六
条
中
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
」
を
「
及
び
第
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○
国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
二
七
法
一
九
二
（
抄
）

○
国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
一
二
一
法
一
六
七
）
（
抄
）

（
国
債
に
よ
る
出
資
等
）

第
十
条
政
府
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
に
出
資
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
に
代
え
て
そ
の
一
部
を
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
す
る
国
債
で
、
本
邦
通
貨
に
代
え
て
そ
の
一
部
を
本
邦
通
貨
を
も
っ
て
表
示
す
る
国
債

第
五
条
（
略
）

第
二
条
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
す
る
た
め
、
政
府
は
、
必
要
な
額
を
限
度
と
し
て
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国
債
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
規
定
は
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
に
出
資
し
た
国
債
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
四

項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
第
四
項
」
と
、
「
基
金
」
と
あ
る
の
は
「
銀
行
」
と
、
第
六
条
中
「
基

金
」
と
あ
る
の
は
「
銀
行
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
基
金
通
貨
代
用
証
券
の
交
付
価
格
は
、
額
面
金
額
と
同
額
と
す
る
。

３
国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
九
十
一

で
、
そ
れ
ぞ
れ
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
債
に
よ
る
銀
行
へ
の
出
資
等
）

（
証
券
に
よ
る
基
金
へ
の
出
資
）

、
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（
国
会
答
弁
（
被
組
込
条
約
が
未
発
効
条
約
で
あ
る
場
合
）
）
（
参
議
院
農
林
水
産
委
員
会
平
成
三
○
年
四
月
三
日
）
（
抄
）

○
紙
智
子
君
（
略
）
そ
れ
か
ら
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
Ⅱ
協
定
に
つ
い
て
も
聞
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
新
し
い
協
定
だ
と
い
う
ふ
う

に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
、
新
協
定
だ
と
。
第
一
条
に
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
ｕ
も
、
元
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
を
組
み
込
む
と
書
か
れ
て
い

Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
際
に
一
部
暫
定
発
効
し
て
い
た
ガ
ッ
ト
協
定
を
適
用
し
た
こ
と
は
あ
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
新
し
い
協
定
を
作

る
に
当
た
っ
て
発
効
も
し
て
い
な
い
協
定
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
と
い
う
の
は
過
去
に
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

○
政
府
参
考
人
（
飯
田
圭
哉
君
）
例
え
ば
ほ
か
の
例
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
九
九
四
年
の
ガ
ッ
ト
同
様
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
の

一
部
を
成
す
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
、
こ
れ
知
的
財
産
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
は
未
発

効
の
、
こ
れ
は
集
積
回
路
と
い
っ
て
Ｉ
Ｃ
な
ん
で
す
が
、
知
的
所
有
権
に
関
す
る
条
約
の
関
連
条
項
に
従
っ
た
保
護
を
規
定
し

て
い
る
例
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
未
発
効
の
協
定
の
規
定
を
新
た
な
協
定
の
下
に
取
り
込
ん
で
実
施
す
る
例
は
存
在

効
の
、
こ
れ
は
集
積
回
路
と
い
っ
て
Ｉ
Ｃ
な
‐

て
い
る
例
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
一

ま
す
。

す
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
を
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
一
方
の
協
定
の
規
定
を
他
方
の
協
定
の
下
に
取
り
込
ん
で
実
施
す
る
際
に
は
、
取
り
込
ま
れ
た
一
方
の
協
定
の
規
定

は
他
方
の
協
定
の
効
力
発
生
と
と
も
に
他
方
の
協
定
の
一
部
と
し
て
効
力
を
生
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
一
方
の
協
定
が
効
力
を
発

生
し
て
い
る
か
否
か
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
我
々
と
し
て
は
理
解
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

号
）
第
十
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
国
債
の
発
行
条
件
、
償
還
等
）
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
国

債
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
銀
行
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
際
金
融
公

社
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
「
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
・
・
・
を
準
用
す
る
。
」
の
例
）

○
少
年
法
（
昭
二
三
法
一
六
八
）
（
抄
）

‐
法
（
昭
二
三
法
一
六
八
）
〈

○
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
（
昭
二
八
法
六
八
）
（
抄
）

（
東
京
高
等
裁
判
所
の
審
査
）

（
以
下
略
）

第
五
条
の
三
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
別
表
第
二
の
一
の

項
の
規
定
（
同
項
上
欄
中
「
（
事
件
の
係
属
中
に
当
事
者
等
が
請
求
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
部
分
を
除
く
。
）
を

第
九
条
（
略
）

４
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
審
査
を
す
る
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
証
人
を
尋
問
し
、

準
用
す
る
。

若
し
く
は
翻
訳
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

編
第
十
一
章
か
ら
第
十
三
章
ま
で
及
び
刑
事
訴
訟
費
用
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
閲
覧
又
は
謄
写
の
手
数
料
）

又
は
鑑
定
、
通
訳

刑
事
訴
訟
法
第
一
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○
企
業
担
保
法
（
昭
三
三
法
一
○
六
）
（
抄
）

○
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
五
五
法
六
九
）
（
抄
）

○
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
》

（
贈
与
又
は
遺
贈
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

般
財
団
法
人
に
関
す
る

第
十
七
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
実
行
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
法
（
平

第
十
三
条
検
察
官
、
検
察
事
務
官
若
し
く
は
司
法
警
察
職
員
の
す
る
処
分
、
裁
判
官
の
す
る
令
状
の
発
付
若
し
く
は
証
人ｌ

尋
問
又
は
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
す
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の

第
百
五
十
八
条
生
前
の
処
分
で
財
産
の
拠
出
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
法
の
贈
与
に
関
す
る
規

２
遺
言
で
財
産
の
拠
出
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
法
の
遺
贈
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
一
編
か
ら
第
四
編
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
第
一

第
一
章
及
び
第
四
章
並
び
に
第
七
編
に
限
る
。
）

定
を
準
用
す
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
等
の
準
用
）

（
民
事
訴
訟
法
及
び
民
事
執
行
法
の
準
用
）

法
律
（
平
一
八
法
四
八
）
（
抄
）

編
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第
十
三
章
ま
で
、
第
二
編
第
一
章
、
第
三
編

及
び
刑
事
訴
訟
費
用
に
閨
す
る
法
令
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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○
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
一
九
法
三
七
）
（
抄
）

○
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
二
五
法
四
八
）
（
抄
）

（
終
局
決
定
の
変
更
）

第
四
十
七
条
こ
の
節
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
裁
判
所
若
し
く
は
裁
判
官
の
す
る
審
査
、
処
分
若
し
く
は
令

状
の
発
付
、
検
察
官
若
し
く
は
検
察
事
務
官
の
す
る
処
分
又
は
裁
判
所
の
審
査
へ
の
利
害
関
係
人
の
参
加
に
つ
い
て
は
組

織
的
犯
罪
処
罰
法
第
三
章
、
第
四
章
（
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
四
十
二
条
、
第

四
十
三
条
、
第
四
十
七
条
及
び
第
四
十
八
条
を
除
く
。
）
及
び
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
刑
事
訴
訟
法
（
第

一
編
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第
十
三
章
ま
で
、
第
二
編
第
一
章
、
第
三
編
第
一
章
及
び
第
四
章
並
び
に
第
七
編
に
限

る
。
）
、
刑
事
訴
訟
費
用
に
関
す
る
法
令
並
び
に
刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す
る
応
急
措
置

法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
規
定
を
、
執
行
協
力
の
請
求
を
受
理
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置
に
つ
い
て

第
百
十
七
条
（
略
）

６
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
終
局
決
定
の
変
更
の
手
続
に
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

ｌ
限
り
、
各
審
級
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

は
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
第
八
条
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
性
質
に
反
し

な
い
限
り
、
準
用
す
る
。

（
準
用
）

（
再
審
）
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（
「
・
・
・
の
例
に
よ
り
（
よ
っ
て
）
～
す
る
（
で
き
る
）
・
」
の
例
）

○
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
二
八
法
二
四
五
）
（
抄
）

第
百
十
九
条
（
略
）

第
三
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
督
促
又
は
第
二
十
九
条
の
二
各
号
（
第
一
号
ハ
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

こ
と
に
よ
り
納
期
を
繰
り
上
げ
て
す
る
掛
金
等
の
納
入
の
告
知
を
受
け
た
学
校
法
人
等
が
、
こ
の
指
定
の
期
限
ま
で
に
掛

２
再
審
の
手
続
に
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
各
審
級
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

（
徴
収
に
閨
す
る
通
則
）

第
三
十
三
条
掛
金
等
そ
（

掛
金
等
そ
の

２
事
業
団
は
、
前
項
の
規
定
』

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に

３
市
町
村
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
市
町
村
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
っ
て
こ
れ
を

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
事
業
団
は
、
徴
収
金
額
の
百
分
の
四
に
相
当
す
る
金
額
を
当
該
市

町
村
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

金
等
を
完
納
し
な
い
と
き
は
、
事
業
団
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
っ
て
こ
れ
を
処
分
し
、
又
は
学
校
法
人
等
若
し
く

は
そ
の
財
産
の
あ
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

に
あ
っ
て
は
区
又
は
総
合
区
と
す
る
・
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
・
）
に
対
し
て
、
そ
の
処
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
滞
納
処
分
）

他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
国

よ
り
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
処
分
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可’
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○
行
政
事
件
訴
訟
法

（
被
告
適
格
等
）

第
十
一
条
（
略
）

一
条
（
略
）

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
三
Ｌ

（
保
険
医
療
機
関
の
療
養
担
当
等
）

第
六
十
条
保
険
医
療
機
関
若
し
く
皿

保
険
医
療
機
関
若
し
く
は

（
昭
三
七

4

療
養
並
び
に
こ
れ
に
係
る
事
務
を
担
当
し
、
又
は
診
療
若
し
く
は
調
剤
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
所
（
健
康
保
険
法
第
八
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
事
業
所
を
い
う
。
第
百
四
十
四
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
看
護
師
そ
の
他

民
事
訴
訟
の
例
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
訴
え
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
行
政
庁
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

税
徴
収
の
例
に
よ
り
徴
収
す
る
。

は
保
険
薬
剤
師
（
健
康
保

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
・
）

の
従
業
者
は
、
同
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
指
定
訪
問
看
護
並

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
公
共
団
体
を
被
告
と
し
て
取
消
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
に
は
、

保
険
薬
局
又
は
こ
れ
ら
に
お
い
て
診
療
若
し
く
は
調
剤
に
従
事
す
る
保
険
医
若
し
く

剤
師
（
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
を
い
う
。
第
百
四
十
四
条
の
二
十
八

い
う
。
第
百
四
十
四
条
の
二
十
八

（
昭
三
七
法
一
三
九
）
（
抄
）

法

は
、

同
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
例
に
よ
り

一
五
二
）
（
抄
）

、
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の

訴
状
に
は
、
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○
河
川
法
（
昭
一
手

（
強
制
徴
収
）

（
昭
三
九

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
五
五
法
三
六
）
（
抄
）

○
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
一
一
法
一
三
六
）
（
抄
）

第
七
十
四
条
（
略
）

３
河
川
管
理
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
納
付
義
務
者
が
そ
の
指
定
の
期
限
ま
で
に
そ
の
負
担
金
等
及

第
十
五
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
（
仮
給
付
金
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
九
条

び
に
こ
れ
に
係
る
事
務
を
担
当
し
、
又
は
指
定
訪
問
看
護
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
負
担
金
等
が
国
の
収
入
と
な
る
場
合
に
あ
つ

が
で
き
る
。

に
お
い
て
同
じ
・
）
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か

ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
は
国
税
の
、
都
道
府
県
の
収
入
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

（
第
三
者
の
財
産
の
没
収
手
続
等
）

法
一
六
七
）
（
抄
）
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○
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
（
平
一
二
法
三
六
）
（
抄
）

○
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
令

（
徴
収
金
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
） （平

第
十
八
条
（
略
）

（
決
定
の
取
消
し
）

第
六
十
五
条
（
略
）

（
強
制
徴
収
）

第
三
十
七
条
余へ

略

５
前
項
の
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、

２
前
項
の
取
消
し
の
決
定
が
確
定
し
た
と
き
は
、
刑
事
補
償
法
に
定
め
る
没
収
又
は
追
徴
の
執
行
に
よ
る
補
償
の
例
に
よ

’り
、
補
償
を
行
う
。

４
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が
そ
の
指
定
す
る
期
限
ま
で
に
そ
の
納
付
す
べ
き
金
額
を
納
付
し
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
納
付
金
及
び
延
滞

金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
納
付
金
及
び
延
滞
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税

に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

る
補
償
の
例
に
よ
り
、
補
償
を
行
う
。

一

三
○
法
八
○
）
（
抄
）

刑
事
補
償
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
一
号
）
に
定
め
る
処
分
さ
れ
た
没
収
物
に
係
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○
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
元
法
一
二
（
抄
）

（
「
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
・
・
・
の
例
に
よ
る
。
」
の

○
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
元
法
三
）
（
抄
） の

第
百
八
十
六
条
（
略
）

を
完
納
し
な
い
と
き
は
、
弓

（
徴
収
金
の
徴
収
手
続
等
）

第
百
八
十
九
条
徴
収
金
は
、

国

第
九
条
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
私
立
学
校
法
（
以
下
「
新
私
立
学
校
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
二
第
二

項
の
事
業
に
関
す
る
中
期
的
な
計
画
の
作
成
及
び
新
私
立
学
校
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
等
の
支
給

３
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
そ
の
指
定
の
期
限
ま
で
に
徴
収
金

へ

略
…

へ

略
…

の
基
準
の
策
定
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
私
立
学
校
法
の
例
に
よ
り
施
行
日
前
に
お
い

て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
私
立
学
校
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備
行
為
）

附

則

税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、

こ
の
節
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
徴
収
す
る
。

例
）

滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
特
許
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

へ

略
…

へ

略
…

第
百
五
条
の
二
の
九
査
証
人
に
関
す
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
並
び
に
査
証
料
及
び
査
証
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て

第
百
五
条
の
二
を
第
百
五
条
の
二
の
十
一
と
し
、
第
百
五
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
中
こ
れ
ら

に
関
す
る
規
定
の
例

（
査
証
人
の
旅
費
等
）

に
よ
る
。

‐28－



○
議
事
要
旨

１
議
題
１
か
ら
４
ま
で
を
通
じ
て
、
全
体
的
に
、
条
約
と
法
令
と
い
う
異
な
る
法
規
範
を
比
較
す
る
こ
と
は
根
本
的
な
課

題
を
議
論
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
両
者
の
違
い
を
念
頭
に
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
示
さ
れ
た
。

・
条
約
の
う
ち
、
特
に
多
数
国
間
条
約
に
つ
い
て
は
、
未
発
効
の
状
態
が
比
較
的
長
く
続
く
も
の
も
あ
る
。
他
方
で
法
律
に

お
い
て
、
未
施
行
の
状
態
が
長
く
続
く
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

・
条
約
は
、
関
係
国
家
間
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
間
の
契
約
に
似
て
い
る
。
他
方
で
、
法
律
は
、
そ
う
し

た
合
意
は
必
要
な
く
、
そ
の
制
定
に
お
い
て
は
統
一
的
な
ル
ー
ル
を
必
要
と
す
る
。

２
議
題
１
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。

・
法
令
の
準
用
に
お
け
る
準
用
法
令
と
被
準
用
法
令
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
被
準
用
法
令
に
行
っ
て
関
連
規
定
を
見
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。
ま
ぎ
れ
な
く
特
定
す
る
た
め
に
は
、
被
準
用
法
令
が
施
行
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

・
法
律
で
は
、
「
・
・
・
の
例
に
よ
り
」
、
「
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
」
と
い
っ
た
形
で
の
手
当
が
で
き
る
と
い
う
意
味

で
も
、
法
令
の
準
用
に
お
い
て
未
施
行
の
規
定
を
借
り
て
く
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

・
国
内
法
令
の
文
言
は
、
公
布
に
よ
っ
て
確
定
的
な
も
の
と
し
て
国
民
に
対
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
未
施
行
で
あ
っ
て

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
二
回
議
題
第
二
号
関
係
議
事
要
旨
〕

条
約
の
組
込
み
に
つ
い
て
（
法
令
と
比
較
し
つ
つ
）

（
担
当
間
瀬
参
事
官
）



３
議
題
２
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。

・
法
令
に
つ
い
て
は
、
将
来
改
正
対
応
規
定
に
よ
り
将
来
に
つ
い
て
ま
で
担
保
す
る
必
要
は
な
く
、
必
要
が
生
じ
た
時
点
で

・
法
令
に
つ
い
て
は
、
将
来
改
正
対
応
規
｛

・
法
令
で
は
、
現
在
準
用
を
行
っ
て
い
て
も
、
将
来
そ
の
準
用
を
行
わ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
作
業
の
効
率
化
の
重

要
性
は
条
約
と
法
令
に
共
通
す
る
が
、
採
る
べ
き
手
法
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。

・
将
来
改
正
対
応
規
定
は
主
権
国
家
が
当
事
者
で
あ
る
条
約
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
将
来
も
含
め
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し

て
の
国
家
間
の
合
意
の
現
れ
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
国
内
で
は
そ
の
時
々
に
国
会
が
法
律
を
制
定
し
て
い
る
。

４
議
題
３
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
た
。

・
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
行
政
事
件
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
と
同
様
の
規
定
を
書
き
下
す
と
な
る
と
条
文
数
が

膨
大
に
な
る
た
め
、
手
続
的
な
規
律
を
包
括
的
に
引
い
て
い
る
。

．
「
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
・
・
・
を
準
用
す
る
。
」
と
の
規
定
は
可
能
な
限
り
避
け
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

．
「
・
・
・
の
例
に
よ
り
」
と
は
包
括
的
に
借
用
す
る
と
い
う
規
定
の
仕
方
で
あ
り
、
「
民
事
訴
訟
の
例
に
よ
り
」
と
い
う

の
は
、
民
事
訴
訟
法
に
限
ら
ず
民
事
訴
訟
に
関
す
る
全
て
の
法
令
を
引
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

５
議
題
４
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
。

・
条
約
の
組
込
み
は
、
多
数
国
間
条
約
の
規
範
を
二
国
間
条
約
に
取
り
込
む
と
い
う
意
味
で
有
意
な
手
法
で
あ
る
と
の
点
は

理
解
す
る
。
他
方
で
、
法
律
に
つ
い
て
は
事
情
が
異
な
っ
て
お
り
、
今
あ
る
も
の
以
上
に
新
た
な
手
法
を
取
り
入
れ
る
必

要
性
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

適
切
に
改
正
す
る
こ
と
で
対
応
す
べ
き
。

も
公
布
さ
れ
て
い
れ
ば
準
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。


